
 

漁業関係法令等の違反に対する知事の処分基準等（海面） 

 

漁業法（昭和２４年法律第２６７号。以下「法」という。）又は漁業の許可及び取締り等に関す

る省令（昭和３８年農林省令第５号。以下「許可省令」という。）及び山形県漁業調整規則（令和

２年県規則第６６号。以下「規則」という。）の規定に基づき知事が行う次の①から③までに掲げ

る処分に関する処分基準、処分内容等については、法、許可省令及び規則の定めによるほか、以

下のとおりとする。なお、適用範囲は海面のみとする。 

① 規則第２３条第２項の規定に基づき許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力

の停止を命ずる処分 

② 法第１３１条第１項の規定に基づき停泊を命じ、又は漁具等の使用の禁止若しくは陸揚げを 

命ずる処分 

③ 規則第４７条第１項の規定に基づき船長等の乗組みを制限し、又は禁止する処分 

 

第１ 許可等の変更、取消又は効力停止処分（規則第２３条第２項関係） 

１ 許可等の変更処分について 

  知事による漁業の許可又は起業の認可（以下「許可等」という。）を受けた者が、法、許可

省令又は規則の規定（罰則に係るものに限る。以下「漁業関係法令」という。）に違反する行

為（以下「漁業関係法令違反行為」という。）をした日から過去５年以内に、漁業関係法令違

反行為に係る知事の処分を少なくとも２回受けていた場合には、知事は期間を定め、許可の

内容の変更を命ずることとする。 

 

２ 許可等の取消処分について 

   許可等を受けた者が漁業関係法令に違反し、かつ、次の①②のいずれかに該当する場合に

は、知事は当該許可等の取消しを命ずることとする。 

①  漁業監督公務員に対し、暴行又は脅迫行為等、悪質な抵抗をした場合 

②  当該漁業関係法令違反行為をした日から過去５年以内に漁業関係法令違反行為に係る

知事の処分を少なくとも３回受けていた場合であって、かつ当該漁業関係法令違反行為

が知事の処分を受ける行為に相当するものである場合 

 

３ 許可等の効力停止処分について 

   許可等を受けた者が漁業関係法令違反行為をした場合には、知事は第２に規定する停泊処

分と併せて、当該停泊処分の期間中、当該許可等の効力の停止を命ずることができる。 

 

第２ 停泊処分又は漁具等の使用禁止処分若しくは陸揚げ処分（法第１３１条第１項関係） 

 １ 停泊処分について 

漁業者その他水産動植物を採捕し、又は養殖する者（以下第２において「漁業者等」とい

う。）が、漁業に関係する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為（以下「法

令等違反行為）」という。）をした場合には、知事は、次の（１）から（４）までに定めると

ころに従い、停泊を命ずることができる。 



   （１）適用の範囲 

    ①知事許可漁業を営む者が知事許可漁業に関する法令等違反行為をした場合若しくは禁 

止漁業（法第１１９条第１項の規定により禁止されている漁業（規則第３３条））を営 

んだ者の場合 

    ②上記①以外の場合の漁業者その他水産動植物を採捕し、又は養殖する者が、船舶を使

用して法令等違反行為をした場合 

   （２）「使用する船舶」 

      漁業者等が、当該法令等違反行為に使用した船舶（当該船舶の代船を含む。）その他 

の当該処分を命ずることが適当と認められる当該漁業者等が使用する船舶とする。 

   （３）「停泊港」 

      停泊港は、原則として当該船舶の根拠地又は最寄りの港とする。 

    （停泊処分の履行の確認が可能な港であって、当該処分の期間中、当該漁業者等が当該

処分の対象船舶を管理することができる港とする。） 

   （４）「停泊期間」 

    ①処分の実施時期 

     停泊処分は、当該法令等違反行為の事実の確認及び手続期間終了後速やかに行うもの 

    とし、当該法令等違反行為に係る漁業種類における法令上の操業禁止期間その他一般的

に休漁期間とみなされる期間以外の時期に実施するものとする。      

     ただし、当該漁業者等に対して、停泊処分の開始日を延期する特段の必要があると認

められる場合には、必要最低限の範囲で開始日を延期するものとする。 

    ②処分の日数  

     停泊処分の日数は、次の（ア）又は（イ）に定めるところにより算出するものとする。 

    ア 基礎となる処分の日数等 

      当該法令等違反行為が１の場合には４０日以内とし、原則として開始日から終了日

まで連続して行うものとする。ただし悪質な違反の場合又は情状が認められる場合に

は、処分の加重及び軽減を行うことがある。 

      処分の始期は開始日の午前９時とし、終期は終了日の午後５時とする。 

    イ 併合犯に対する処分 

       同時に２以上の法令等違反行為をした場合又は一の行為が２以上の法令等違反行

為に該当する場合 

     ・２以上の法令等違反行為をした場合には、その最も重い処分日数に、他の法令等違

反行為に係る処分日数を合計した日数の２分の１に相当する処分日数（１日未満の

端数は切り捨てる）を加算した日数の範囲内で、４０日を限度として処分を行う。 

     ・一の行為が２以上の法令等違反行為となる場合には、その最も重い処分日数により 

処分を行う。  

２ 漁具等の使用禁止処分又は陸揚げ処分 

   漁業者等が、法令等違反行為のうち、下記に掲げる場合には、知事は使用した漁具その他

水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物（以下「漁具等」という。）について、次の

（１）から（４）までに定めるところに従い、使用禁止処分又は陸揚げを命ずることとする。 

     無許可操業（法第５７条第１項の規定に違反して知事許可漁業を営むことをいう。以



下同じ。）又は使用が禁止されている漁具等を使用し、かつ、当該法令等違反行為をした

日から過去５年以内に同様の法令等違反行為により知事の処分を受けていた場合 

  （１）処分の対象となる漁具等 

現に当該法令等違反行為に使用した漁具等だけではなく、当該漁具等に付随するもの

及びこれと同様の機能を有するものも含むものとする。 

  （２）陸揚げを行う場所 

     陸揚げ処分の履行の確認が可能な場所であって、当該処分の期間中、当該処分を受け

た者が当該処分の対象の漁具等を管理することができる場所とする。 

  （３）処分の実施時期 

     無許可操業をしたこと又は禁止漁具等を使用したことによる漁具等の使用禁止処分又

は陸揚げ処分にあっては、第２の１（４）①に規定する停泊を命じた時期以外の時期と

する。 

  （４）処分の実施期間 

     無許可操業をしたこと又は禁止されている漁具等を使用したことによる漁具等の使用

禁止処分又は陸揚げ処分にあっては１年以内の期間とする。 

    

第３ 船長等の乗組み禁止処分（規則第４７条第１項関係） 

   許可等を受けた者が、法令等違反行為をした日から過去５年以内に知事の処分を少なくと

も２回受けていた場合には、知事は当該法令等違反行為をした者が使用する船舶の船長、船

長の職務を行う者又は操業を指揮する者に対し、次の（１）から（３）までに定めるところ

に従いこれらの者の当該法令等違反行為に係る船舶への乗組みを制限し、又は禁止するもの

とする。 

（１）処分の対象者 

   操業を指揮する者を処分することとし、当該者に対し処分を行うことができなかった場合

には船舶の船長又は船長の職務を行う者を処分することとする。 

 （２）処分の実施時期 

   第２の１（４）①「処分の実施時期」の規定を準用する。 

 （３）処分の日数  

   第２の１（４）②「処分の日数」の規定を準用する。 

 

第４ 情状が認められる場合又は軽微なものと認められる場合の対応 

   当該法令等違反行為が不可抗力によるものであること等情状が認められる場合又は軽微な

ものと認められる場合には、知事は、当該処分を減軽し、又は当該処分をせず警告に留める

ことができる。 

   また、規則第２３条第１項の規定に基づき適格性を喪失した者の許可を取り消した場合で

あって、かつ、本処分基準等に基づく処分の必要性が認められない場合には、知事は処分を

行わないことができる。 

 

第５ 不利益処分をしようとする場合の手続 

   不利益処分をしようとする場合には、行政手続法（平成５年法律第８８号）及び山形県聴



聞の手続に関する規則（平成６年県規則第６６号）の規定に基づき、手続きを行うものとす

る。ただし、法により行政手続法の手続きの区分にかかわらない処分についての規定がある

ものについては、法に規定する手続による。 

 

第６ 不利益処分の公表 

   不利益処分を行った場合は、その事実を公表することがある。 

 

第７ 関係機関への連絡 

   不利益処分を行った場合は、必要に応じ、その処分内容について、関係機関へ連絡する。 

 

 附則 

（施行期日） 

 この基準は、令和３年２月１８日から施行する。 

 

（山形県海面漁業調整規則に基づく処分に係る基準（海面）の廃止） 

 山形県海面漁業調整規則に基づく処分に係る基準（海面）（平成２５年３月２８日）は廃止する。 

 

（経過措置） 

 この処分基準の施行の日前にした法令等違反行為に対する基準の適用については、なお従前の

例による。 


